
 

 

 

令和６年５月豊橋市議会臨時会 

 

 

 

 

○ 提出事件 

 

条 例 案    １ 件  

 

単 行 案    ３ 件  

 

承  認    ２ 件  

 

報  告    １ 件  

      

 

以 上        ７ 件  
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５月市議会臨時会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕 

 

議案第５０号  豊橋市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 

（市民病院管理課・人事課） 

 

 診療報酬の改定を踏まえ、パートタイム会計年度任用職員の報酬の適正化を図るため、

現行条例の一部を改正するもの 

 

  （令和６年６月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第５１号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・収集業務課） 

１ 物 品 名  ごみ収集車 

２ 数 量  ２台 

３ 落札年月日  令和６年４月１８日 

４ 契 約 価 格  ２１，５２４，３００円 

（予 定 価 格  ２２，０００，０００円） 

 落 札 率  ９７．８％ 

５ 購 入 先  極東開発工業（株）中部支店 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札１社） 

 

 

議案第５２号  物品購入契約締結について 

（契約検査課・消防救急課） 

１ 物 品 名  資機材搬送車 

２ 数 量  １台 

３ 落札年月日  令和６年４月１８日 

４ 契 約 価 格  ２６，９５５，０４０円 

５ 購 入 先  平和機械（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（応札１社） 
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議案第５３号  議決事項中変更について 

（令和６年第４８号議決 議決事項中変更について（明海大橋（仮称）

橋梁下部工事）） 

（契約検査課・道路建設課） 

 令和５年１０月２日に工事請負契約を締結し、令和６年３月２８日に契約価格に係る

変更契約を締結した工事請負契約について、議決事項中契約価格の変更を求めるもの 

 

１ 変更前契約価格  ６３５，２０８，２００円（※） 

  変更後契約価格  ６６３，３５８，３００円 

   （差引き）    ２８，１５０，１００円増 

 

２ 変更理由及び内容  

杭打機の規格の変更が必要になったことにより、契約変更をするもの 

 

３ 請負人  藤城・神野特定建設工事共同企業体 

 

 （※）令和５年第８５号議決（工事請負契約締結について）について、議決事項中契

約価格を変更した後の価格 
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〔 承 認 〕 

 

承認第１号  専決処分の承認について 

       （豊橋市市税条例の一部を改正する条例） 

（市民税課・資産税課） 

 地方税法等の一部改正（令和６年法律第４号。令和６年３月３０日公布）に伴い、早

急に現行の市税条例の一部を改正する必要があったため、地方自治法第１７９条第１項

の規定により去る３月３０日に専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認

を求めるもの 

 

○専決処分の内容 

 

１ 個人住民税 

（１）定額減税 

令和６年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次によ

り実施するものとする。 

ア 納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令

和６年度分の個人住民税に係る合計所得金額が１，８０５万円以下である場合に

限る。 

イ 特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所

得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。 

（ア）本人１万円 

（イ）控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く。）１人につき１万円 

（控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（国外居住者を除く。）については、

令和７年度分の所得割の額から、１万円を控除する。） 

 

   （令和６年度分以後の個人市民税について適用） 

 

２ 固定資産税 

（１）令和６年度から令和８年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置（※１） 

令和６年度の評価替えに伴い、現行の土地に係る負担調整措置の仕組みを３年間

延長する。 

（※１）負担調整措置：評価替えによる税額の急激な上昇を抑制し、税負担の上昇

を緩やかなものにするもの 

ア 宅地等 

  （ア）商業地等 
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負担水準（※２）の区分 固定資産税の課税標準額 

７０％を超えるもの 当該年度の評価額の７０％に引下げ 

６０％以上７０％以下 前年度課税標準額を据え置く 

６０％未満 

前年度課税標準額＋当該年度評価額の５％ 

ただし、当該加算後の額が評価額の６０％を上回る場

合は６０％相当額とし、２０％を下回る場合は 

２０％相当額とする。 

（※２）負担水準：前年度課税標準額÷当該年度の評価額（住宅用地及び農地にあ

っては、評価額×特例率） 

 

（イ）住宅用地 

固定資産税の課税標準額を前年度課税標準額＋本則課税標準額（※３）の５％

（当該加算後の額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額とし、本則課

税標準額の２０％を下回る場合は２０％相当額）とする現行の負担調整措置を継

続する。 

（※３）本則課税標準額：当該年度の評価額×住宅用地特例率 

 

イ 農地 

固定資産税の課税標準額を前年度課税標準額に負担水準の区分に応じて一定の

調整率を乗じる現行の負担調整措置を継続する。 

 

（令和６年度分以後の固定資産税について適用） 

 

３ 都市計画税 

（１）令和６年度から令和８年度までの土地に係る都市計画税の負担調整措置 

固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。 

 

   （令和６年度分以後の都市計画税について適用） 
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承認第２号  専決処分の承認について 

       （豊橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

（国保年金課） 

 地方税法施行令の一部改正（令和６年政令第１３６号。令和６年３月３０日公布）に

伴い、早急に現行の国民健康保険税条例の一部を改正する必要があったため、地方自治

法第１７９条第１項の規定により去る３月３０日に専決処分したので、同条第３項の規

定により議会の承認を求めるもの 

 

○専決処分の内容 

 

１ 課税限度額の改定 

区   分 
課 税 限 度 額 

改 正 後 改 正 前 

基礎課税額 据置き ６５０，０００円 

後期高齢者支援金等課税額 ２４０，０００円 ２２０，０００円 

介護納付金課税額 据置き １７０，０００円 

 

２ 軽減該当所得基準の緩和 

（１）５割軽減 

改正後 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯   

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×２９万５千円 

改正前 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③ 被保険者と特定同一世帯所属者の人数×２９万円 

（２）２割軽減 

改正後 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×５４万５千円 

改正前 

前年所得が、次の金額の合計額（①＋②＋③）以下の世帯 

①  ４３万円 

②  （一定の給与所得者の人数－１）×１０万円 

③  被保険者と特定同一世帯所属者の人数×５３万５千円 

※ 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続

して同じ世帯に属する者をいう。 
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３ 適用時期 

 令和６年度分の国民健康保険税から適用 
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〔 報 告 〕 

 

報告第９号  専決処分の報告について 

（収集業務課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１ 専 決 年 月 日   令和６年３月２９日 

２ 損害賠償の額   ２２０，２３６円 

３ 事 故 の 概 況   令和５年９月２６日午前１１時１０分頃、豊橋市西赤沢町字万

場９５番地先の交差点において、本市職員（環境部収集業務課）

の運転するごみ収集車が徐行して進入したところ、右方向から

進入してきた相手方所有の軽乗用自動車に接触し、相手方車両

を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 ４０％） 

 

 


